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士
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の
米
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法

學

士
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員
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理

想
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實

現
猟
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法

翠

玉

キ

ヤ

ナ

ン

の
富

の
概

念
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き
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法
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騰

貴
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法
學
博
士

官
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待

遇
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論
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法
學
博
士

国

庫

制

度

の
改

定

に

就

き

て
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…
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…
…
…
注

學

士

錐
脳

・
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交

通

機

關

論

の

麦

通

論

に

お

け

る
地
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…
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學

士

米

國

勢

働

者
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計
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學
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國

庫

制

度

の

改

定

に

就

き

て

■

大

森

研

造

一

夫
れ
国
家
は
其

の
生
存
を
完
し
其

の
鞍
接
を
期

せ
ん
が
た
め
に
、

}
方
必
要
な

る
脛
費
を
支
辨
す
る
ご
共

に
他

方
之
が
財
源
を
求
め
ざ
る
可
か
ら
す

、
而
か
も

国
。
げ
σ
8

の
所
謂
最
大
動
物

〔[
。
三
四暮
雪
Y
た

る
國
家
の
脛
費
は

蕾

に
絶
対
的
に
亜
大
な
る
の
み
な
ら
中
、
を
m
σq
昌
o
「
の
所
謂
「
経
費
膨
脹
の
法
則
」
に
依
り
て
、
益
々
収
支

の
数
量

」
を
増
大
す
る
に
至
る
べ
し
、
加
之
国
家
の
輕
濟
的
活
動
多
岐
多
様

に
捗
る
今
日
に
在

り
て
は
、
之
が
運
用

の
手
績

も
愈
煩
瑣
複
雑

の
度
を
加
ふ

ぺ
け
れ
ば
、
會
計
法
就
中
国
庫
制
度

の
完
否
が
、

一
国

の
清
長
財
界
の
深
沈
に
至
大
・

の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
π
る
は
論
を
俟
た
ざ
る
所

に
し
て
、
吾
人
鱒
再
考
三
思
以
て
實
際
に
適
し
現
状
に
臆
す
る

制
度
を
樹
立
せ
ざ

る
ぺ
か
ら
ざ
る
な
り
。

拍
も
我
国
現
行
會
計
法
は
、
明
治
二
十
二
年
二
月
帝
国
憲
法

の
附
国
法
ご
し
て
制
定
せ
ら
れ
し
所
の
も
の
に
し

て
、
其
後
二
三
改
定
を
施

さ
れ
し
ご
錐
も
(明
治
三
+
五
年
八
月
法
律
第
四
七
號
同
錆
四
八
號
)術
幾
多

の
不
備
不
便
あ
り
て
時

勢

の
進
運
に
俘

は
ず
、
之
が
改
正

の
必
要
急

な
る
も
の
あ
り
し
が
、
因
襲
の
久
し
き
ε
關
係
範
囲
の
廣
汎
ご
は
、

今
日
に
至
る
迄
其
の
實
行
を
阻
止
せ
り
、
然

る
に
政
府
は
今
回
之
が
改
正
を
企
圖
し
、
近
日
議
會

に
提
案
す

べ
し

ε
謂
ふ
、
宴

に
大
英
断
…ε
謂
ふ
べ
し
、
A
,其

の
成
案
を
見
る
に
、
決
算
提
出
期

の
繰
上
げ
、
競
争
入
札
及
び
階
意

.

契
約
の
範
園
振
張
等
重
要
な
る
も
の
あ
り
ε
雌
も
、
最
も
重
大
な
る
も
の
臨
委
託
金
庫
制
度
を
膜
し
て
預
金
制
度

時
事
問
題

圃
庫
制
度
の
改
定
に
就
き
て

-

第
レ
巻

(第
一、]號

一
二
　
)

四
二
九

■

,

、
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田

、

,

時
事
問
題

圃
庫
制
度
の
改
定
に
就
き
て

第
+
巻

(第
二
號

一
二
二
)

四
三
〇

を
採
用

せ
し
こ

ご
な
り

、
暴

れ
余

が
弦

に
國

庫
制
度

に
就

き
て
論
述

す
る
所

以
な

り
つ

二

国
庫

の
何
た
る
や
に
就
き
て
は
從
夾
撃
者
間
に
種
々
の
議
論
あ
り
、
或
は
国
庫
を
以
て
國
家
以
外
に
凋
立
せ
る

一
個

の
私
法
人
ε
な
し
.
或
は
国
家
が
私
法
上
の
關
係
に
立
つ
場
合
を
指
し
、
或
は
國
家
が
財
産
椹
の
全
艦
ε
し

て
働
く
年
商

に
し
て
私
法
上
の
關
係

に
立
つ
や
否
や
を
問
は
す
ε
す
る
者
あ
れ
こ
も
、
之
は
暫
く
措
き
、
我
會
[計

法
上
國
庫

薄

舞

目
「婁

ぞ

は
国
家
財
産
の
鷺

を
示
す
統
括
抽
象
的
観
念
に
し
て
、
(現
行
無

籍

+
二
雛

+
三
篠
)
金
庫

〔
囚
四G口。・ρ
∩
興
奮
ε

は
此
国
庫
に
驕
す
る
現
金
を
保
管
出
納
す

る
有
形
の
機
關
な
b

(明
治
二
+
二
牟
勅

令
第
百
二
+
内
競
金
庫
規
則
第
一條
参
照
)
、
斯
く
國
底
は
國
家
ご
不
可
離
的
観
念

に
し
で
、

一
国
に
は
唯

一
の
國
庫
存
在
し

其

の
具
膿
臨
機
關
π
る
金
塵
は
其
の
根
幹
た
る
国
庫
に
依

っ
て
統
括
さ
る
べ
き
も
の
な
る
も
(輩

一
金
庫
制
度
)
、

.
往
昔

に
於
て
は
國
家
父
は
君
主
の
金
庫
は
決

し
て
統

】
的

の
も

の
に
は
あ
ら
ざ
り
し
な
り
、
蓋
し
往
時
君
主
又
は
.

國
家

に
従
属

せ
る
地
方
官
は
、其

の
人
民
よ
り
得
る
所

の
租
税
共
催
の
牧
人
中
よ
り
彼
等
の
要
す
る
費
用
を
除
き
、

其
の
剰
飴
を
献
納
ず
る
に
過
ぎ
ざ
b
し
の
み
な
ら
す
、
其

の
君
主
叉
は
国
家

の
金
庫
も
決

し
て

一
箇

に
止
ま
ら
す

し
て
、
實
際
権
力
の
存
在
す
る
所
に
依
り
て
敷
箇
の
金
庫
並
び
存
す
る
を
常

ε
せ
り
〔複
金
庫
制
度
)、
即
ち
行
政

事

務
叉
は
官
職

の
異

な

る
に
從

ひ
て
数
多

の
狩
政

金

庫

(<
・
藷

一・藷

巽

・
[σq
冨

・免

官
廃

金
庫

(・。
・
ま
垂

舞

,

パ
器

器
ε

在

せ

り

、

例

へ

ば

中

2

し・
。。
8

に
於

て

O
①
昌
①
「巴
m
臼
田
窃
す

鴇
①

の

他

に

O
窪

q
些

o
耳
Φ
ユ
①
惹

、ω
①
・
爾

ず
①
「
巴
,

の

パ
霧

・。
①
飢
鵠

丙

島

島

巨

三
。・けΦ
}

ヨ
・。
・
Qn
冨
讐
田
島

三
号

富
田
αq
巨

αq
界

霧

・。ρ

…
の
存

し

た

る

が

如

き

是

な

り

、

然

れ

ご

も

斯

く

の
如

き

は

・

膏

に

現

金

を

彼
、此

融

通

す

る

の

途

な

き

の

み

な

ら

す

、
濫

費

を

誘

ひ

私

曲

に

導

く

の

虞

あ

り

し

か

ば

、
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所
謂

金
庫
統

一
主

義

(肉
詑
一Φ
号

一.・旨
醸

紆

∩
駐

ω
9

切
長

N闘℃
α
Φ
「

因
島
ω9
皿
喜
簿

。
匹
q

内
。
自
9
審

ま

目
窪
窃

内
霧
・。窪
壽

ω窪
巴

に
依

り
て
漸

次
金
庫
を
統

「
す

る

に
至

れ
b

、
我
會

計
法
弟
十

二
條

同
第
十

四
條

の
如

き
も
畢

竟

此

の
趣
旨

に
出

で
た

る
も

の

居
b
。

一昌

国
家
に
屡
す
る

一
切
の
貨
幣
(
叉
は
財
産
)
を

一
燈
ε
し
て
運
用
し
得
る
や
、
或

は
之
を
二
個
以
上

の
財
團
に
分

割
し
て
相
互
に
流
用
な
き
も
の
ε
す
る
や
に
依
り
、,
軍

一
金
庫
制
度
ご
複
金
庫
制
度
の
歴
別
あ
る
は
前
述
の
如
し

ε
錐
も
、
}更
に
國
家
に
臆
す

る
貨
幣
〔又
は
財
産
)
ご
國
民
二

般

の
沓
ハ金
ε
を
全
然
匠
別
す
る
か
、
或
は
之
を

一
膳
　

ラ

　

ε
し
て
、
運
用
す

る
こ
ε
を
許
す
か
〔國
庫
金
ご
中
央
銀
行
こ
の
關
係
)
に
依

り

一
預
金
制
度

(渾

一
制
度
)
二
濁
立

く

く

ラ

金
庫
制
度

(
分
別
制
度
)
三
委
託
金
庫
制
度

(折
衷
制
度
)
の
三
種

に
分
類
す
る
こ
ε
を
得

べ
し
。

う

ぐ

一
預
金
制
度

(U
魯
。
・・凶庁巽
団
超
ω訂
ヨ
)

即
ち
預
金
制
度
(渾

一
制
度
)
ご
は
政
府

の
収
入
は
総
て
之
を
民
間
金
融
機

く關
就
中
中
央
銀
行
の
預
金
ご
な
し
、

一
切
の
敬
畏
は
此
預
金
に
宛
て
振
出
し
た
る
小
切
手
を
以
て
支
辨
す
る
制
度

を
謂
ふ
、
さ
れ
ば
此
制
度

の
下
に
於
て
は
、
銀
行
は
國
庫
金
ε
螢
業
資
金
ご
を
混
同
し
、

一
部
は
支
彿
準
備
金

ε

し
て
保
有
す

る
も
、
其
他
は
之
を
蓮
轄
資
金

に
繰
入
れ
て

一
般
金
融
市
場

に
流
用
し
得
る
も

の
に
し
て
、
英
国
の

制
度
及
び
我
国
の
改
正
案

の
如
き
則
ち
是
な
り
。

二
凋
立
金
庫
制
度

(費
曾
稀
邑
O暮

円
お
霧
=
「k
。。金
器
ヨ
)

濁
立
金
庫
制
度
(
分
別
制
度
)
ε
は
、
国
家
が
凋
立
し
た

る
金
庫
を
備

へ
自
ら
國
産
金
の
出
納
事
務
を
掌
理
す
る
制
度
を
謂
ふ
、
佛
蘭
西
の
現
制
度
及
び
我
國
に
於
て
明
治

二
十
三
年
四
月
現
行
金
庫
規
則

の
貴
地
以
前
大
藏
省
内
に
金
庫
局
な

る
も
の
を
設
け
現
金

の
出
納
を
掌
り
し
が
如

時
事
問
題

國
庫
制
度
の
改
定
に
就
き
て

F

第
+
巻

(第
三
號

一
二
三
)

四
一一=
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時
事
問
題

国
庫
制
度
の
改
定
に
戯
者
て

第
†
巻

(第
三
號

=
一四
〉

四
三
二

き
是

な
り
σ
.

・

ラ三
委
託
金
制

度
パ
∩
。
鼠

αq
§

⑦
馨

8

。。
旨

み
・。羽
9
団
超

誇

ヨ
)委

託
金
庫

制
度

(折

衷
制
度

)
は
形

式

は
預
金

制
度

に

く

　

　

う

し
て
實
質

は
凋
立
金
庫
制
度

に
厨

す

る
も

の
な
り
、
詳

論
す

れ
ば
之
を
A
實

質
上

の
折
衷

ε
B
形
式
上

の
折
衷

ぜ

(

〔

に
分

つ
こ
ε
を
得

、
例

へ
ば
原
則

ざ
し
て
濁

立
金
庫

制
度
を
採

用
し
例

外

ε
し
て
国
庫
金

の

一
部

を
風
聞
資

金

ε

混

同
す

る
こ
ε
を
許

す

が
如
き

合
衆
国

正
規

取
扱
銀

行
制
度

は
前
者

匹
験

し
、
民
間
金

融
機
關

を
し
て
國
庫
金
を

.

取
扱

は
し
必
以

て
形
式
的

に
国

庫
金

ε
国
民
資

金

ド
}
の
渾

一
を

示
す
も

、
貴
賓

上
に
於

て
之
を
偏
[刑
す

る
我

国
現

行
制
度

の
如

き
は
後
者

に
鳳
…す

。

四

今
冬

國
の
国
庫

制
度
を

覗

る

に

一
北
米
合
衆

国
。

北
米
合
衆

国

に
於

て
は
、
大
藏
省
内

に
金
庫

局
あ
り

て
其

長
官

を
大
賊
省
金
庫

局
長

(目
器
霧
耳
醇

く。
『
昏
。
d
.
ω
し

ざ
呼

び
、
大
賊

大
臣

の
指
揮

に
從

ひ
國
庫
金

の
出
納
保
管

の
任

に
當

る
、

我
國

の
金
庫
出
納

役
に

該
賞

す
、
金
庫
局

長

の
下

に
支
金

庫

〔ω
=耳
「。
島
口
蔓
)
あ

り
、
大
藏
省
地
方
官
廃

に
し

て
全

国
枢

要

の
都
市

に
九
箇

所

あ
り
、
支

金
庫

長

(診

寄
口
耳

目
「雷
ω霞
臼

。
『
夢
。
q
・
し∩
・)

之
を
統

べ
、
国

庫
金
.の
牧
支

に
就

き

て
は
金
庫
局

長

の
監
督

を
受
け

、
資
金

運
用

に
關

し
て
は
大
賊

大
臣

の
指

揮
を
受
く

、
撚
れ
ざ
も
實
際

こ

の
少
数

の
支
金

庫
に

て
は
到
底
全

国
に
於
け

る

公
金

出
納

の
任

に

耐

え
ざ

る
を
以

て
、

多
敷

の
国
立
銀
行
を

し
て

国
庫
金
取
扱

銀
行

.

.(q
・
し。
・
∪
の℃
。
・・討

幕

の
)

ε
な

し

以
て
支

金
庫
を
補

助
せ
し
む
、
此

取
扱

銀
行

に
正
規

取
扱

銀
行

(
刃
Φ
の
巳
程

U
①
,

噂
o
の岡田
「醇

)
ε
特

別
取

扱
銀
行

〔ω
℃
Φq
巴

】)
Φで
o
巴
雷
序諺

)

ご

の
二
種

あ
り
、
前
者

は
會

計
官
吏

の
股
納
金

を
牧
受

・

り



〆

ダ

〆

/

パ

し
叉
は
其
の
支
出

の
請
求

に
慮
中
る
も
の
に
し
て
、
国
庫
に
…劃
し
常
座
勘
定

(
∩
謹
話
耳

p
8
0
巨
ご

を
開
く
、
而

し
て

一
定

の
国
庫
預
金
残
高
を
有
し
、
之
ε
同
額
の
公
債
其
他

の
有
債
證
券
を
櫓
保

ε
し
て
大
賊
省

に
提
供
す
る

時
は
、
無
利
子
に
し
て
其

の
國
庫
金
を
利
用
し
得
る
の
特
典
あ
り
、
後
者
は
國
庫
ご
の
關
係
前
者

の
如
く
密
接
な

ら
す
、
大
蔵
大
臣
が
金
融
逼
迫
其
他
時
宜

に
慮
じ
、
相
當

の
擦
保
を
徴
求
し
無
利
子

に
て

一
時
国
庫
金
を
預
入
す

る
所
な
り
切
斯
く
の
如
く
、
合
衆
国
は
凋
立
金
庫
制
度
に
次
ぢ
て
委
託
金
塵
制
度
を
採
用
レ
、
永
く
金
融
界
を
塵

の

追
阻
害

せ
し

が
幾

多

の
曲
折

を
経

て
、
遂

に

一
九

=

二
年

聯
邦
準

備
法

の
實
施

せ
ら

る

、
や
、
全
国

+
二

の
聯
邦

準
備

銀
行

(零
牙
芭

「鵠
2
<
。
9
ロ
ぎ
)
が
国
庫
事
務

を
専
管
す

る
こ
.ε

㌧
な

り
馬
藪

に
從
來

の
制
度

顧
れ

て
實
質

上
の
預
金
制
度

に
進
展
す

る
に
至
れ
り
。

ラ=
佛
蘭

西
。
佛

蘭
西

は
今
尚
凋

立
金
庫
制
度

を
採

用

す
、
帥
ち
大
藏

省

に
中
央
金

庫

(9

霧
。
9
葺
邑

。
忌

日
吐艀
9

くを
匪

。
)
あ
b
共

長
官

を
中
央
出
納
官

(
O
巴
里
巽

招

濡
昌

。
留
耳
p
一ε

ε
し
、
專
ら

中
央

に
於

け

る
国
庫
金

の
出

納

を
掌

る
、

又
各

縣

(∪
紹
p
答
o
巳
①
葺
巴

に
は
縣

出
納

官

(同
誌
Q・o
膏

。・嬉
曙
o
珠
算
びq
9
卑
磐

N)
あ

り
、
各
部

(〉
「「o
コ

自
認

ヨ
Φ暮
)

に
は

郡
出
納
官

(
閃
o
。。
く2
窃

鵠
同ユ
2
濠

「。。
号
い
節
=
磐
9
巴

あ
り

て
各

々
其

の
現
金
出
納

の
任

に
當

る

も
、
縣
出
納

官

を
指
揮

し

て
現
金
蓮
轄

の
権

能
を
有

す

る
も
の

は
大
藏
省
内

の
理
財

局
長

〔U
膏
。
叶2
「
α
日
日
。
『

く
o
ヨ
。
昌

聡
昌
恥
巴

号
。。
§
己
・・)
な

り

ε
す
、
然

の
而

し

て
佛

蘭
西
銀
行

ご
國

塵

こ
の
關
係

は
甚
だ
疎

に
し
て
、

一
入

九

七
年

の
會
計
令

(即
Φσq
ざ
5
0耳

σq
9
驚
巴

。・二
二

p
O
o
日
℃
富
σ
=
蒙

宅

σ
嵩
ρ
器
)
に
依
り
佛

蘭
西

銀
行
は
国
庫

の
銀
行

・し
な
り

、
常
座
勘

定

(O
o
ヨ
℃
器
。8
母
⇔
葺
)
の
作

用

に
依
り

て
國
庫
金

の
集
中
配

賦
を
圓
滑
容
易

な
ら

し
む

る
も
、

わ

国
庫
金

の
出
納

を
掌

る
こ
ξ
な
し
。

時
事
問
題

国
庫
制
度
の
改
定
F
就
き
て

第
十
巻

(第
三
號

一
二
五
)

四
三
三

'

曾

■

4)

5)
6)
7)

HenryC.Adams,TheScienceofFina.ce,p.2【5

Connan[,ThePrin⊂iplesofBanking,PP・368-373

L・Laughlin,BankingBeforn㍉PP・165,20]
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唖

時
事
問
題

国
庫
制
度
の
改
定
に
就
き
て
.

第
十
巻

(第
三
號

　
二
六
)

四
三
四

　
　

ら

三
濁
速
。
醤

濁
逸

帝
國

は
中
央

に
帝
国
本
金
庫

(鶉
皿
o『
}田
老
郎
霧
ω
。)
を
有

し
、
各
聯
邦

に

一
箇

所
宛

の
政

府
本

く金

庫

〔
菊
。σq
凶。
「昌
σq筈
p
弓
巳
霧̂
。。①
)
を
設

け
内
各

聯
邦

徴
視
官

は

一
切
の
分
納

を
之
に
梯

込

む
ご
同
時

に
、
帝
国
大

藏
省

仕
彿
命

令
書

に
依

り
之
を

し
て

一
切

の
支
出

に
當
ら

し
め
、
凋
逸

帝
国
銀
行

は
軍

に
大
藏
省

の
特

別
預

電
所

陀
る

に
渦
ぎ
ざ
り

し
が
、

}
九

〇
九
年
六
月

一
日
帝

国
銀

行
法

の
改
正

ε
共

に
、
同
第

七
條
を
以

て
、
濁
逸

帝
國

銀
行

は
何
等

の
報
償

な
受

く

る
こ
ε
な

く
帝

国
大
賊

省

の
出
納

事
務
及

び
各
聯

邦
の
同
様
事
務

を
代
辨

す

べ
き
こ

閃

ご
を
委
任
せ
ら
れ

、
弦

に
凋

立
金
庫
制
度
よ

り
轄

じ

て
委
託
金

庫
制
度

に
移

れ
b
。

69盟

ラ四
英
國
q
英
国
は

一
八
⊥
ハ
⊥
ハ
年
の
會
計
海
狸
布
以
來
預
金
制
度
を
採
用
し
、
政
府
は
歳
入

の

一
切
を
英
蘭
銀
行
及

嘶

く

ラリ

ぴ
愛
聞

銀
行

の
預

金

ざ
菰

せ
り

、
即

ち

団
o
コ
噸

∩
・
》
島
ρ
日
m

の
謂

へ
る
が
如

く
、
国
家

は
銀
行

に
甥

し
當
座

勘
定

μ

・
有
す
至

預
薯

・
地
位
・
穿

、
唯
善
悪

預
薯

臭

・
・
黙
諭

舞

額
嬉

し
利
子
薇

…

∴

差

あ
る

の
み
、
政

府
歳

入

の
大
部

分
は
國
内

牧
税
鷹

(倫
敦
に
中
央
攻
税
融
、
地
方
に
六
+
入
団
の
地
方
牧
税
廟
あ
り
)
の
手

を
脛

H

頁

・
.

6

六

て
銀
行
に
人
斬
、
塔
種
の
饗

応
支
出
諸
轟

の
振
出
す
小
切
ヂ
に
依
り
て
、
銀
行
よ
り
直
接
債
薯

に
仕
謹

艦

魂

謙

罹

れ
、
銀
行

は
其

の
都
度

帳
簿

上
「
国
庫
勘

定
」
(>
8
8
鳥

。
h
}
。
国
国
9
。
ρ
器
「"
国
蓉
オ
皇
典

円
8
茸
甘
辞。
守
Φ
bd
p
鼻

・
・
国
書

α
・
酬
↓.
・
切
・
・
爵
・
;

・
・
亀
)

・
鐘

を
駕
す
の
み
に
し
て
、
其

の
勘
定
叢

は
銀
行
が
自
由
に
利
用
.

出

螂

離
離
農
婦鶴
鱗
購
蜘響
舞
鞭轍繋
講

総

を
英
蘭
銀
行
に
交
付
し
以
て
支
出

の
財
源

ε
駕
す
、
其
の
利
率

の
如
き
も
、

一
八
六
六
年
以
降
は
常
事
者

の
自
由

財
助
助



'

ド.

」

■

契
約
に
依
b
、て
定
め
、
金
額
も
會
計
検
査
院
長
の
承
認
を
経
る
に
依
り
如
何
な
る
高
ま
で
も
自
由
に
貸
借
し
得
る

こ
ε

＼
な
せ
り
、
斯
く
し
て
預
金
制
度

の
完
美
を
致
せ
り
。

五

戒
國
の
現
行
制
度
匠
委
託
金
庫
制
度

に
し
て
、
會
計
法
弟
三
十

一
條
に

「
政
府
は
國
庫
金

の
取
扱
を
日
本
銀
行

に
命
ず
る
ご
垂

得
」
募

り
・
更

に
會
計
規
則
第
百
+

一
億

に
依
肪

百

本
銀
行
網
裁
は
金
庫
出
納
役
ε
し
て

大
賊
大
臣
の
監
督
の
下
に
国
庫
金
の
保
管
出
納
の
任
に
當

る
」
ε
規
定
せ
り
、
而
し
て
日
本
銀
行
は
其
本
店
に
中
央

の

金
庫
を
置
き
、
府
縣
廃
所
在
地
の
支
店
出
張
店
叉
は
代
理
店

に
本
金
庫
を
設
け
、
其
の
下
に
支
金
庫
を
置
く
、
而

し
て
銀
行
本
業
部
の
資
金
蓬
国
庫
金

ぜ
は
両
者
の
間

に
截
然
た

る
墻
壁
を
築

き
て
彼
此
混
用
す
る
こ
ε
な
か
ら
し

む
、
即
ち
明
治
二
十
三
年
二
月
大
戯
者
訓
令
第
六
號
は
、
国
庫
金
に
關
す
る
帳
簿
は
銀
行
管
業
都
窪
混
淆
せ
ざ
る

棟
割
然
駈
別
し
て

】
見
其

の
金
直
の
金
櫃
帳
簿
の
藏
遣
し
あ
る
も
の
π
る
こ
`
を
織
る
に
足
る

べ
き
標
準
を
摘
ぐ

る
こ
ご

、
せ
り
、
然
…れ
ざ
も
加
〃何
な
る
場
合
に
も
全
然
融
通
を
許
さ
～
る
も
の
ε
せ
ん
か
、
國
[庫
金
非
常

に
豊
富

に
し
て
民
間

の
金
融
甚
だ
逼
迫
を
訴
ふ
る
際
に
も
、
將
た
國
庫
は
牧
人
時
機
等
の
關
係
よ
り
缺
乏
を
告
ぐ

る
に
拘

は
ら
す
銀
行
は
取
引
㊨
緩
慢
に
倦
む
場
合
に
於

て
も
、
何
等
相
互
救
助

の
途

な
き
を
以
て
、
明
治
二
十
七
年
六
月

r
法
律
第
十
⊥
ハ
號
は
「
國
雁
金
出
納

一
時
貸
借
に
関
す
る
件
」
を
規
定
し
、
日
本
銀
行
ご
國
庫

ε
の
問

に

一
時
貸
借
の

通
路
を
開
き
、
上
述
の
不
便
不
調
和
に
劃
す

る
救
済
策
を
講

ぜ
り
、
こ
れ
實
質
上
預
金
制
度
に
向

っ
て

一
歩
近
づ

き
し
も
の
ε
謂
ふ
を
得

べ
し
ε
錐
も
、、
俗
望
蜀
の
戚
な
き
能
は
季
、
然

る
に
今
回
政
府
は
時
勢
の
進
運
に
鑑
み
、

百
尺
竿
頭
更

に

一
歩
を
進

め
日
本
銀
行
を
し
て
国
庫
金
出
納
の
事
務
を
取
扱
は
し
め
、
日
本
銀
行
に
於

て
受
入
れ

時
事
問
題

国
庫
制
度
の
改
定
に
就
音
て

一
第
†
巻

'第
三
羅

一
二
七
)

四
三
五

11)LondonStati§ 塾,(Octoberr8,.Kワ 〕2)τ 、.,P.65L

凡
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㌦

時
事
問
題

國
康
制
度
の
改
定
に
就
音
て

.

第
十
巻

(第
三
號

}
二
八
)

四
三
六

だ

る
国
庫
金

は
命
令

の
定
む

る
所

に
依
り
政
府

の
預
金

ε
な
し

(改
正
案
第
五
條
)
園
務
大
臣
其
所
管

定
額
を
支
出

せ

ん

ε
す
る
ご
き
は
現
金

の
交
付

に
代

へ
日
本
銀
行

を
支

俳
人

ε
す
る
小
切
手

を
振
出

す

べ
し
〔改
正
案
第
+
五
條
Vε
規

、

の

足
し
以
て
純
然
た
る
預
金
制
度

に
改
定
せ
ん
ざ
す
、
足
れ
吾
人
が
我
財
政
金
融
界
の
な

め
深
く
獄
ぷ
所
な
り
。

六
.

・

次
に
各
制
度
の
得
失
長
短
を
考
蝦
す
る
に
、
國
庫
金
安
全
の
黙
よ
b
之
を
諭
せ
ば
、
凋
立
金
庫
制
度
に
優
る
も

恥

の
な
く
、
委
託
金
庫
制
度
之
に
次
ぎ
、
預
金
制
度
最
も
劣
れ
る
が
如

し
、
撚
り
ご
錐
も
現
今
文
明
諸
国
に
於
て
は

中
央
銀
行
は

一
國
正
貨
準
備
の
保
護
者
に
し
て
且

つ
信
用
の
最
上
擢
保
者
π
る
地
位
を
有
す

る
も
の
な
れ
ば
、
之

に
国
庫
金
の
取
扱
を
な
さ
し
む
る
も
何
等
の
危
険
な
く
、
そ
の
萬

一
を
慮
る
が
如
き
は
殆
ん
、萱
杞
憂

に
過
ぎ
ぎ
る

な
り
、
呪
ん
や
大
藏
大
臣
が
常
.に
嚴
重
な
る
監
督
を
駕
す
に
於
て
お
や
、
加
之
現
今
國
塵
事
務
は
、
財
政
の
規
模

撞
張
す
る
に
随
ひ
頗
る
錯
雑
を
極
む
る
が
故
に
、
政
府
白
む
出
納
の
機
關
を
設
け
て
之
を
行
ふ
時
は
、
徒
ら
に
要

用
注
手
激
ご
を
要
す
る
を
以
て
、
之
を
李
素
金
銭
出
納

に
慣
熟

す
る
銀
行

に

一
任
せ
ぱ
、
敏
速
確
實

に
威
題
し
得

コ

る
の
み
鉱
ら
す
過
誤
を
生
す
る
こ
竃
尠
き
の
利
金

あ
り
、
若
し
そ
れ
金
融
調
節
の
黙
よ
り
槻
ん
か
、
預
金
制
度

に

如
く
も
の
な
し
。

蓋
し
現
今
の
衣
明
國
に
於
て
は
、其
歳

入
歳
出
の
金
額
は
莫
大
に
し
て
」
或
は

一
国
の
通
貨

に
比
し
て
藪
倍
す
る

乙
ご
あ
り
、、
故

に
国
庫
金
の
牧
支
は
ρ金
融
界
に
至
大
の
影
響
を
與
ふ
る
も
の
か
り
、
然
る
に
A
-濁
立
金
庫
制
度
に

依
ら
ん
か
、
国
庫
金
ε
金
融
機
關
…ε
の
間

に
何
等
の
關
係
な
き
を
以
て
、
相
救
互
助
の
遽
を
一帯
中
る
こ
ε
能
は
ず
、

瑚

莫
大
な
る
国
庫
金
は
金
庫
内
に
閉
鎖

せ
ら
れ
て

一
般
金
融
界
に
資
金
流
通
上
澁
滞
を
來
し
、
或
は
兌
換
券
増
獲

の

亀
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勢

を

助

長

し

、

叉

国

庫

金

出

納

毎

に

金

融

市

場

を

蝿

臥

す

る

こ

ど

多

し

、

合

衆

幽

金

庫

局

長

.O
舜
臣

①

も
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れ
ご
も

一
面
に
於
て
預
金
制
度
に
も
亦
弊
害
を
伴
ふ
ご
ε
な

し
ご
せ

季
、
即
ち
銀
行
資
金

の
豊
温
を
来
し
た
る
場
合
に
瞥
利
に
焦

が
れ
て
放
漫

な
る
貸
出
を
爲
さ
ん
か
、
其
結
果
過
度

の
投
機

一6
を
鼓
舞
し
て
異
常

の
投
機
を
助
長
す
る
の
虞
あ
る
の
み
な
ら
季
、

一
般
金
融
機
關
を
崖
道
し
て
そ
の
獲

達
を
阻
碍
す
る

り
危
険
み
り
、
乍
併
こ
は
日
本
銀
行
が
節
制
自
重
克
一
其

の
本
來
の
責
務
を
稽

へ
、
且
つ
大
賊
大

臣
の
監
督
宜
し
き
を
得
ん
か
此
弊
に
陥
る
こ
ご
を
避
匠
得

ぺ
け
ん
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之
を
要
す
る
に
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現
行
制
度
の
下
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在
り
て
は
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庫
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銀
行
預
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ご
は
織
然
歴
捌
せ
ら
れ
居

る
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危
険
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す

る
も
国
庫
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を
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用
し
難
一
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叉
国
庫
は
如

何
に
窮
乏
を
告
ぐ
る
も
法
定
貸
上
金
以
上
の
借
入
を
爲
す
こ
ご
能
は
季
し
て
、
必
要
な
る
國
費

の
調
達
は
、、
租
税

の
増
徴
公
債

の
募
集
等

の
方
法
に
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た
ざ

る
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か
ち
す
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現
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借
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庫
預
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の
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入
れ
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自
由

に
運
用
し
得
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の
利
益
あ
り
、
荷
.国
庫
金
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に
よ
り
金
融
市
場
を
掩
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す

る
こ
己
な
き
蓬
共
に
、
政
府
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般
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行
宛
小
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す
る
が
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る
の
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な
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得

べ
く
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且

つ
国
庫
金
の
流
用
及
び
之
に
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金
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弊
を
も
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去
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さ
れ
ば
速
に
現
行
制
度
を
排
し
て
新
制
度
を
採
用
し
、
日
本
銀
行
を
し
て
蕾

に
銀
行

の
銀
行
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の
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に
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家
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大
計
な
り
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罹
る
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度

の
攣
更
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易
く
事
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改
頁
は
難
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ご
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は
方
圓
の
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に
随
ふ
て
其
の
形
を
更
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筍
も
其
の
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し
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む
堂
得
可
け
ん
や
、
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今
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界
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に
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金
融
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の
時
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